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本編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第１ 防災関係機関の責務 

 １～４ [略] 

 ５ 指定地方行政機関 

   指定地方行政機関は、地域並びに住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、

指定行政機関及び他の指定地方行政機関と

相互に協力し、防災活動を実施するととも

に、市の活動が円滑に行われるよう、勧告、

指導、助言等を行う。 

第２ [略] 

第６節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第１ 防災関係機関の責務 

 １～４ [略] 

 ５ 指定地方行政機関 

   指定地方行政機関は、地域並びに住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、

指定行政機関及び他の指定地方行政機関と

相互に協力し、防災活動を実施するととも

に、市の活動が円滑に行われるよう、指示、

指導、助言等を行う。 

第２ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

 



2 

本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 防災知識普及計画 

 

第１ [略] 

第２ 防災知識の普及 

１・２ [略] 

３ 住民等に対する防災知識の普及 

○ 県及び市は、被害の防止、軽減の観点か

ら、住民に対して、「自らの命は自らが守

る」という意識を持ち、自らの判断で避難

行動をとること及び早期避難の重要性を

住民に周知し、住民の理解と協力を得るも

のとする。 

 

○ [略] 

 ア～キ [略] 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点

を置いて実施する。 

 ア～ウ [略] 

   エ 平常時における心得 

    ① 地域の危険箇所や避難場所、避難道

路等を確認する。 

 

 

    ②～⑦ [略] 

 

 

 

 オ～コ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

 

 

 ４～８ [略] 

第１節 防災知識普及計画 

 

第１ [略] 

第２ 防災知識の普及 

１・２ [略] 

３ 住民等に対する防災知識の普及 

○ 県及び市は、被害の防止、軽減の観点か

ら、住民に対して、「自らの命は自らが守

る」という意識を持ち、自らの判断でタイ

ミングを逸することなく適切な避難行動

をとること及び早期避難の重要性を住民

に周知し、住民の理解と協力を得るものと

する。 

○ [略] 

 ア～キ [略] 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点

を置いて実施する。 

 ア～ウ [略] 

   エ 平常時における心得 

    ① 地域の危険箇所や指定緊急避難場

所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅

館などの避難場所、避難経路等を確認

する。 

    ②～⑦ [略] 

    ⑧ 広域避難の実効性を確保するため、

通常の避難との相違点を含めた広域

避難の考え方を確認する。 

 オ～コ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 県及び市は、被災者や支援者が性暴力・

ＤＶの被害者にも加害者にもならないよ

う、暴力の防止に向けた教育・啓発の促進

に努める。 

 ４～８ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 通信確保計画 

 

第１ 基本計画 

 １・２ [略] 

 ３ 情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、Ｉo

Ｔ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮ

Ｓなど、ＩＣＴの防災施策ヘの積極的な活用

が必要である。 

 

 

 

第２ [略] 

第５節 通信確保計画 

 

第１ 基本計画 

 １・２ [略] 

 ３ 効率的・効果的な防災対策を行うため、Ａ

Ｉ、ＩoＴ、クラウドコンピューティング技

術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジ

タル化を推進する必要がある。デジタル化に

当たっては、災害対応に必要な情報項目等の

標準化や、システムを活用したデータ収集・

分析・加工・共有の体制整備を図る必要があ

る。 

第２ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

 １ 避難計画 

  ○ [略] 

ア 高齢者等避難（一般住民に対して避難準備

を呼びかけるとともに、避難行動要支援者等

に対して避難行動を開始することを求める

もの）、避難指示、緊急安全確保の発令基準、

発令区域・タイミング及び伝達方法 

 

 

イ～ケ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 市は、「避難情報に関するガイドライン」

を参考に高齢者等避難、避難指示及び緊急

安全確保（以下「避難指示等」という。）の

具体的な発令基準を策定し、市計画に明記

するとともに、その内容について避難計画

とあわせて住民に周知する。また、災害が

発生する危険性が高くなっている地域に

対して、避難指示等を適切に発令すること

ができるよう、具体的な避難指示等の発令

範囲についてもあらかじめ設定するよう

努める。 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体

制として、洪水予報河川等及び水位周知下

水道については、水位情報、堤防等の施設

に係る情報、台風情報、洪水警報等により

具体的な避難指示等の発令基準を設定す

るものとする。それら以外の河川等につい

ても、氾濫により居住者や地下空間、施設

等の利用者に命の危険を及ぼすと判断し

たものについては、同様に具体的な避難指

示等の発令基準を策定することとする。ま

た、避難指示等の発令対象区域について

は、細分化しすぎるとかえって居住者等に

とってわかりにくい場合が多いことから、

立退き避難が必要な区域を示して指示し

たり、屋内での安全確保措置の区域を示し

第６節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

 １ 避難計画 

  ○ [略] 

ア 高齢者等避難（高齢者等の避難行動要支援

者等に対して避難行動を開始することを求

めるとともに、高齢者等以外の一般住民に対

して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ

始めることや自主的な避難を呼びかけるも

の）、避難指示、緊急安全確保の発令基準、

発令区域・タイミング及び伝達方法 

イ～ケ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 市は、「避難情報に関するガイドライン」

を参考に高齢者等避難、避難指示及び緊急

安全確保（以下本編中「避難指示等」とい

う。）の具体的な発令基準を策定し、市計画

に明記するとともに、その内容について避

難計画とあわせて住民に周知する。また、

災害が発生する危険性が高くなっている

地域に対して、避難指示等を適切に発令す

ることができるよう、具体的な避難指示等

の発令範囲についてもあらかじめ設定す

るよう努める。 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体

制として、洪水予報河川等及び水位周知下

水道については、水位情報、堤防等の施設

に係る情報、台風情報、洪水警報等により

具体的な避難指示等の発令基準を設定す

るものとする。それら以外の河川等につい

ても、氾濫により居住者や地下空間、施設

等の利用者に命の危険を及ぼすと判断し

たものについては、同様に具体的な避難指

示等の発令基準を策定することとする。ま

た、安全な場所にいる人まで指定緊急避難

場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が

発生するおそれ等があることから、災害リ

スクのある区域に絞って避難指示等の発

令対象区域を設定するとともに、必要に応
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1-2-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て指示したりするのではなく、命を脅かす

洪水等のおそれのある範囲をまとめて発

令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体

的に設定するとともに、必要に応じて見直

すよう努めるものとする。国土交通省、気

象庁及び県は、市町村に対し、これらの基

準及び範囲の設定及び見直しについて、必

要な助言を行うものとする。 

 ２ [略] 

 ３ 広域一時滞在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、

避難者の生命、身体を保護し、又は居住の

場所を確保することが困難な場合におい

て、避難者の県内の他市町村への一時的な

滞在（以下「県内広域一時滞在」という。）

又は他の都道府県への一時的な滞在が円

滑に実施できるよう、県内の他の市町村そ

の他の関係団体との応援協定の締結や具

体的な手続、移動手段の確保等を定めたマ

ニュアル等の整備に努める。 

  ○ 市は、県内広域一時滞在の受入れ又は他

の都道府県の避難者の一時的な滞在の受

入れを想定し、受け入れるべき施設をあら

かじめ定めるなど、具体的な受入方法等を

定めたマニュアル等の整備に努める。 

 

第３ 避難場所等の整備等 

 １ 避難場所等の整備 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

 

 

 

 

 

[略] [略] 

[略] [略] 

 

 

 

じて見直すよう努めるものとする。国土交

通省、気象庁及び県は、市町村に対し、こ

れらの基準及び対象区域の設定及び見直

しについて、必要な助言等を行うものとす

る。 

 

 

 

 ２ [略] 

 ３ 広域避難及び広域一時滞在 

  ○ 市町村は、災害が発生するおそれがあ

り、自らの区域内で、住民等の生命、身体

を保護し、又は居住の場所を確保すること

が困難な場合において、住民等の県内他市

町村へ又は他都道府県への避難（以下「広

域避難」という。）が円滑に実施できるよ

う、県内の他の市町村その他の関係団体等

との応援協定の締結や具体的な手続き、移

動手段の確保等を定めたマニュアル等の

整備に努める。 

 

○ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、

避難者の生命、身体を保護し、又は居住の

場所を確保することが困難な場合におい

て、避難者の県内他市町村又は他の都道府

県への一時的な滞在（以下「広域一時滞在」

という。）が円滑に実施できるよう、県内

の他の市町村その他の関係団体との応援

協定の締結や具体的な手続、移動手段の確

保等を定めたマニュアル等の整備に努め

る。 

  ○ 市は、広域避難又は広域一時滞在の受入

れ（他都道府県からの受入れを含む。以下

「広域避難等」という。）を想定し、受け入

れるべき施設をあらかじめ定めるなど、具

体的な受入方法等を定めたマニュアル等

の整備に努める。 

第３ 避難場所等の整備等 

 １ 避難場所等の整備 

  ○ [略] 

  ○ [略]  

  ○ 市は、避難場所等を指定する際は、広域

避難等の用にも供することについて定め

るなど、他の市町村からの避難者を受け入

れることができる施設等をあらかじめ決

定しておくよう努める。 

[略] [略] 

[略] [略] 

  ○ 指定緊急避難場所と指定避難所が相互

に兼ねる場合は、特定の災害においては当

該施設に避難することが不適当である場
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1-2-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ [略] 

 

 

 

  ○ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 ２・３ [略] 

第４・第５ [略] 

第６ 避難に関する広報 

 ○ 市は、住民が的確な避難行動をとることが

できるよう、平常時から、避難場所、避難経

路、危険箇所及び過去の浸水区域等を示した

防災マップ、広報紙、パンフレット等の活用、

講習会、防災訓練の実施などあらゆる機会を

利用して、避難に関する広報活動を行い、住

民に対する周知徹底を図る。 

 

 [略] 

第７ [略] 

合があることを住民等へ周知するよう努

める。 

  ○ [略] 

  ○ 市は、災害の規模に鑑み、必要な避難所

を、可能な限り当初から開設するよう努め

る。 

  ○ [略] 

  ○ 福祉避難所を指定する場合は、要配慮者

の円滑な利用を確保するための措置が講

じられており、災害が発生した場合におい

て要配慮者が相談等の支援を受けること

ができる体制が整備され、主として要配慮

者を滞在させるために必要な居室が可能

な限り確保される施設を指定するよう努

める。 

  ○ 市は、福祉避難所について、受入れを想

定していない避難者が避難してくること

がないよう、必要に応じて、あらかじめ福

祉避難所として指定避難所を指定する際

に受入れ対象者を特定して公示する。 

 

  ○ 市は、福祉避難所で受け入れるべき要配

慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を

作成し、要配慮者が、避難が必要となった

際に福祉避難所へ直接避難することがで

きるよう努める。 

○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

 ２・３ [略] 

第４・第５ [略] 

第６ 避難に関する広報 

 ○ 市は、住民が的確な避難行動をとることが

できるよう、平常時から、避難場所、避難経

路、危険箇所及び過去の浸水区域等を示した

防災マップ、広報紙、パンフレット等の活用、

講習会、防災訓練の実施、ホームページやア

プリケーションなど、多様な手段を利用し

て、避難に関する広報活動を行い、住民に対

する周知徹底を図る。 

 [略] 

第７ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施要領 

 １ 避難行動要支援者の実態把握 

  ○ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ [略]   

 ２～７ [略] 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施要領 

 １ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画 

  ○ [略] 

  ○ 市は、市地域防災計画に基づき、防災

担当部局や福祉担当部局など関係部局の

連携の下、福祉専門職、社会福祉協議

会、民生委員、地域住民等の避難支援等

に携わる関係者と連携して、名簿情報に

係る避難行動要支援者ごとに、作成の同

意を得て、個別避難計画を作成するよう

努めるものとする。また、個別避難計画

については、避難行動要支援者の状況の

変化、ハザードマップの見直しや更新、

災害時の避難方法の変更等を適切に反映

したものとなるよう、必要に応じて更新

するとともに、庁舎の被災等の事態が生

じた場合においても、計画の活用に支障

が生じないよう、個別避難計画情報の適

切な管理に努めるものとする。 

  ○ 市は、市地域防災計画に定めるところ

により、消防機関、都道府県警察、民生

委員・児童委員、社会福祉協議会、自主

防災組織など避難支援等に携わる関係者

に対し、避難行動要支援者本人及び避難

支援等実施者の同意、または、当該市町

村の条例の定めがある場合には、あらか

じめ個別避難計画を提供するものとす

る。 

  ○ 市は、個別避難計画が作成されていな

い避難行動要支援者についても、避難支

援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、

平常時から、必要な配慮をするものとす

る。 

  ○ 市は、個別避難計画が作成されている

避難行動要支援者が居住する地区におい

て、地区防災計画を定める場合は、地域

全体での避難が円滑に行われるよう、個

別避難計画で定められた内容を前提とし

た避難支援の役割分担及び支援内容を整

理し、両計画の整合が図られるよう努め

るものとする。また、訓練等により、両

計画の一体的な運用が図られるよう努め

るものとする。 

○ [略] 

 ２～７ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-22 

 

 

1-2-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 節 建築物等安全確保計画 

 

第１～第５ [略] 

第６ 建築物の安全確保 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 

 

第７・第８ [略] 

第 11 節 建築物等安全確保計画 

 

第１～第５ [略] 

第６ 建築物の安全確保 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ 市は、平常時より、災害による被害が予

測される空家等の状況の確認に努める。 

第７・第８ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16節 風水害予防計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 洪水等による水害を予防するため、河川

改修事業、砂防事業、農地防災事業及び治

山事業の計画的な実施を促進する。 

 

 

 ２～４ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16節 風水害予防計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 洪水等による水害を予防するため、県及

び市は、風水害に強いまちづくりを進める

とともに、河川改修事業、砂防事業、農地

防災事業及び治山事業の計画的な実施を促

進する。 

 ２～４ [略] 

第２ 風水害に強いまちづくり 

 ○ 市は、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等に

対するリスクの評価について検討し、評価

結果を踏まえ、防災・減災目標を設定する

よう努めるものとする。 

 ○ 県及び市は、豪雨、洪水、高潮、土砂災

害等による危険の著しい区域については、

災害を未然に防止するため、災害危険区域

の指定について検討を行い、必要な措置を

講ずるものとする。なお、災害危険区域の

指定を行う場合は、既成市街地の形成状況

や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移

転の促進や居室を有する建築物の建築禁止

のみならず、地方公共団体が定める水位よ

り高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上

有効な高さを有する屋上の設置など、様々

な建築の制限を幅広く検討するものとす

る。 

 ○ 市は、立地適正化計画による都市のコン

パクト化及び防災まちづくりの推進に当た

っては、災害リスクを十分考慮の上、居住

誘導区域を設定するとともに、同計画にハ

ード・ソフト両面からの防災対策・安全確

保対策を定める防災指針を位置付けるもの

とする。 

 ○ 市は、溢水等による災害の発生のおそれ

のある土地の区域について、豪雨、洪水、

高潮、土砂災害等に対するリスクの評価を

踏まえ、風水害に強い土地利用の推進に努

めるものとする。 

 ○ 河川管理者は、水害の激甚化、治水対策

の緊急性、ダム整備の地理的な制約等を勘

案し、緊急時に既存ダムの有効貯水容量を

洪水調節に最大限活用するため、利水ダム

等の事前放流の取組を推進するものとす

る。 
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1-2-35 

 

 

 

 

 

1-2-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 河川改修事業 

 [略] 

第３ 砂防事業 

 [略] 

第４ 治山事業 

 [略] 

第５ 施設の管理 

[略] 

第６ 水害予防対策 

 [略] 

第７ 必要な資機材の確保 

 [略] 

第８ 浸水想定区域の公表及び周知 

 [略] 

第９ 風害予防の普及啓発 

 [略] 

第10 関係者間の密接な連携体制の構築 

 [略] 

第３ 河川改修事業 

 [略] 

第４ 砂防事業 

 [略] 

第５ 治山事業 

 [略] 

第６ 施設の管理 

[略] 

第７ 水害予防対策 

 [略] 

第８ 必要な資機材の確保 

 [略] 

第９ 浸水想定区域の公表及び周知 

 [略] 

第10 風害予防の普及啓発 

 [略] 

第11 関係者間の密接な連携体制の構築 

 [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-39 

 

 

 

 

1-2-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18節 土砂災害予防計画 

 

第１～第５ [略] 

第６ 土砂災害緊急情報の発表 

 １・２ [略] 

 ３ 利用にあたっての留意点 

  (1)～(3) [略] 

  (4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警

報（土砂災害）が発表されているとき

は、避難指示の対象地区の範囲が十分で

あるかどうかなど、既に実施済みの措置

の内容を再度確認し、その結果、必要に

応じて避難指示の対象地域の拡大等の更

なる措置を検討すること。 

 

 ４・５ [略] 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況 

[略] [略] [略] 

非常に危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

[略] ２時間先までに土砂災

害警戒情報の基準に到

達すると予想 

（避難指示の検討が必

要な状況） 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

※ [略] 

第７・第８ [略] 

第18節 土砂災害予防計画 

 

第１～第５ [略] 

第６ 土砂災害緊急情報の発表 

 １・２ [略] 

 ３ 利用にあたっての留意点 

  (1)～(3) [略] 

  (4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警

報（土砂災害）が発表されているとき

は、避難指示の対象地区の範囲が十分で

あるかどうかなど、既に実施済みの措置

の内容を再度確認し、その結果、必要に

応じて避難指示の対象地域の拡大や緊急

安全確保の発令の更なる措置を検討する

こと。 

 ４・５ [略] 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況 

[略] [略] [略] 

非常に危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

[略] ２時間先までに土砂災

害警戒情報の基準に到

達すると予想 

（避難指示の判断が必

要な状況） 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

※ [略] 

第７・第８ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-7 

 

 

 

 

 

 

第１節 活動体制計画 

 

第１ [略] 

第２ 活動体制 

 １ [略] 

 ２ 市本部 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  (1)・(2)  [略] 

  (3) 分掌事務 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

危険度 状況 

災

害

発

生

前 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

災

害

発

生

後 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

４ 避難対策 (1) 高齢者等避難、避難

指示の放送要請 

 

(2)～(6) [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

  (4)  [略] 

 ３ [略] 

第３～第６ [略] 

第１節 活動体制計画 

 

第１ [略] 

第２ 活動体制 

 １ [略] 

 ２ 市本部 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  (1)・(2)  [略] 

  (3) 分掌事務 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

危険度 状況 

災

害

発

生

前 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

災

害

発

生

後 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

４ 避難対策 (1) 高齢者等避難、避難

指示、緊急安全確保の

放送要請 

(2)～(6) [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

(4)  [略] 

 ３ [略] 

第３～第６ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

 ア～ウ [略] 

エ 警報の種類と発表基準 

    [略] 

備考１～３ [略] 

オ 特別警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

気

象

特

別

警

報 

[略] [略] 

[略] [略] 

大雨特別

警報 

大雨が特に異常であるた

め重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想

されたときに発表する。 

大雨特別警報には、大雨特

別警報（土砂災害）、大雨特

別警報（浸水害）、大雨特別

警報（土砂災害、浸水害）の

ように、特に警戒すべき事項

が明記される。 

災害が発生又は切迫して

いる状況であり、命の危険が

迫っているため、直ちに身の

安全を確保する必要がある

ことを示す警戒レベル５に

相当 

○ 台風や集中豪雨により

数十年に一度の降雨量と

なる大雨が予想される場

合 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

   カ～ク [略] 

  (2)～(6)  [略] 

 ２ [略] 

第２節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

 ア～ウ [略] 

エ 警報の種類と発表基準 

    [略] 

備考１～３ [略] 

オ 特別警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

気

象

特

別

警

報 

[略] [略] 

[略] [略] 

大雨特別

警報 

大雨が特に異常であるた

め重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想

されたときに発表する。大雨

特別警報には、大雨特別警報

（土砂災害）、大雨特別警報

（浸水害）、大雨特別警報（土

砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記

される。 

災害がすでに発生してい

る又は切迫している状況で

あり、命の危険が迫っている

ため、直ちに身の安全を確保

する必要があることを示す

警戒レベル５に相当 

○ 台風や集中豪雨により

数十年に一度の降雨量と

なる大雨が予想される場

合 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

   カ～ク [略] 

  (2)～(6)  [略] 

２ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 広報広聴計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

実施機関 広報広聴活動の内容 

市本部長 １・２ [略] 

３ 市長等が実施した高齢者等

避難、避難指示 

４～15 [略] 

県本部長 １・２ [略] 

３ 市長等が実施した高齢者等

避難、避難指示 

４～14 [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

 [略] 

第３ 実施要領 

 １ 広報活動 

  (1)  [略] 

  (2) 市民等に対する広報 

   ア [略] 

   イ 広報の優先順位 

    ○ [略] 

   ウ [略] 

(3)～(6) [略] 

 ２ [略] 

①・② [略] 

③ 高齢者等避難、避難指示の発令状況 

④～⑫ [略] 

第５節 広報広聴計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

実施機関 広報広聴活動の内容 

市本部長 １・２ [略] 

３ 市長等が実施した避難指示

等 

４～15 [略] 

県本部長 １・２ [略] 

３ 市長等が実施した避難指示

等 

４～14 [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

 [略] 

第３ 実施要領 

 １ 広報活動 

  (1)  [略] 

  (2) 市民等に対する広報 

   ア [略] 

   イ 広報の優先順位 

    ○ [略] 

   ウ [略] 

(3)～(6) [略] 

 ２ [略] 

①・② [略] 

③ 避難指示等の発令状況 

④～⑫ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-59 

 

 

 

 

 

 

1-3-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 消防活動計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ [略] 

２ 消防機関の長の措置 

(1)～(3)  [略] 

(4) 避難対策活動 

○ 消防機関の長は、あらかじめ、高齢者

等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達、

避難誘導、避難場所、避難路の防ぎょ等

に係る活動計画を定める。 

○ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確

保の伝達、避難誘導については、自主防

災組織等との連携を図る。 

○ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確

保の発令がなされた場合においては、こ

れを住民に伝達するとともに、火勢の状

況等正しい情報に基づき、住民を安全な

方向に誘導する。 

○ [略] 

○ [略] 

(5)～(6)  [略] 

 ３ [略] 

第７節 消防活動計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ [略] 

２ 消防機関の長の措置 

(1)～(3)  [略] 

(4) 避難対策活動 

○ 消防機関の長は、あらかじめ、避難指

示等の伝達、避難誘導、避難場所、避難

路の防ぎょ等に係る活動計画を定める。 

 

○ 避難指示等の伝達、避難誘導について

は、自主防災組織等との連携を図る。 

 

○ 避難指示等の発令がなされた場合に

おいては、これを住民に伝達するととも

に、火勢の状況等正しい情報に基づき、

住民を安全な方向に誘導する。 

 

○ [略] 

○ [略] 

(5)～(6)  [略] 

３ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 

本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-75 

 

 

 

 

 

1-3-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11節 防災ボランティア活動計画 

 

第１ [略] 

第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

 ２ 防災ボランティアの受入れ 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

   

 

 

 

 

 

 

 ３ [略] 

第11節 防災ボランティア活動計画 

 

第１ [略] 

第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

 ２ 防災ボランティアの受入れ 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 県又は県から事務の委任を受けた市町

村は、共助のボランティア活動と地方公共

団体の実施する救助の調整事務について、

社会福祉協議会等が設置する災害ボラン

ティアセンターに委託する場合は、当該事

務に必要な人件費及び旅費を災害救助法

の国庫負担の対象とすることができる。 

 ３ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ 基本方針 

１ 災害発生時において、住民等の生命、身体

の安全を確保するため、迅速かつ的確な避難

指示及び屋内安全確保の指示のほか、避難行

動要支援者その他の特に避難行動に時間を

要する者に対して、高齢者等避難（以下本節

中「避難指示等」という。）を伝達するととも

に、避難支援従事者の安全を確保しながら、

避難誘導を行う。 

 ２～４ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

 １ 避難指示等 

実施期間 担当業務 

市本部長 地域住民、滞在者その他の者に

対する避難のための立退き勧

告、指示 

 

（水防法第29条、災害対策基本

法第60条） 

[略] [略] 

釜石海上保

安部 

必要と認める地域住民、滞在者

その他の者に対する避難のため

の立退き指示                     

（災害対策基本法第61条） 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

[略] 

２～５ [略] 

第３ 実施要領 

 １ 避難指示等 

(1) 避難指示等の実施及び報告 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ 市本部長は、台風等の接近に伴う災害

の発生又は夜間及び早朝における災害

の発生等が予想される場合には、住民に

対する避難準備及び自主的な避難並び

に避難行動要支援者等に対する避難行

動の開始を促すため、早めの段階で高齢

者等避難を発令することを検討する。 

 

   ○ 市本部長は、避難時の周囲の状況等に

第14節 避難・救出計画 

 

第１ 基本方針 

１ 災害発生時において、住民等の生命、身体

の安全を確保するため、迅速かつ的確な避難

指示等を伝達するとともに、避難支援従事者

の安全を確保しながら、避難誘導を行う。 

 

 

 

 

 ２～４ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

１ 避難指示等 

実施期間 担当業務 

市本部長 必要と認める地域の必要と認め

る住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き勧告、

指示 

（水防法第29条、災害対策基本

法第60条） 

[略] [略] 

釜石海上保

安部 

必要と認める地域の必要と認め

る住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き指示                     

（災害対策基本法第61条） 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

[略] 

２～５ [略] 

第３ 実施要領 

 １ 避難指示等 

  (1) 避難指示等の実施及び報告 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ 市本部長は、台風等の接近に伴う災害

の発生又は夜間及び早朝における災害

の発生等が予想される場合には、住民に

対して、必要に応じて、普段の行動を見

合わせること及び自主的な避難並びに

避難行動要支援者等に対する避難行動

の開始を促すため、早めの段階で高齢者

等避難を発令することを検討する。 

○ 市本部長は、避難時の周囲の状況等に
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1-3-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より避難のため立退きを行うことがか

えって危険を伴う場合等やむを得ない

ときは、居住者等に対し、近隣のより安

全な建物への移動又は屋内安全確保を

指示することができる。 

 

 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

  （2）～（9） [略] 

 ２～４ [略] 

 ５ 指定避難所の設置、運営 

  (1) [略] 

  (2) 指定避難所の運営 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

 

 

 

 

 

 

（3）・（4） [略] 

 ６・７ [略] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より避難のため立退きを行うことがか

えって危険を伴うおそれがあり、かつ事

態に照らし緊急を要すると認めるとき

は、必要と認める居住者等に対し、高所

への移動、近傍の堅固な建物への退避な

どの行動を促すため、緊急安全確保を指

示することができる。 

○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

（2）～（9） [略] 

 ２～４ [略] 

 ５ 指定避難所の設置、運営 

  (1) [略] 

  (2) 指定避難所の運営 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ 市本部長は、指定避難所等における性

暴力・ＤＶの防止対策を講じ、女性や子

供等の安全に配慮するよう努めるもの

とする。また、警察、病院、女性支援団

体と連携の下、被害者の相談窓口情報の

提供を行うよう努めるものとする。 

（3）・（4） [略] 

 ６・７ [略] 

 ８ 広域避難 

  (1) 県内広域避難 

   ○ 災害の予想規模、予想される災害の事

態等に鑑み、県内広域避難の必要がある

と認めた市町村本部長（以下本号中「協

議元市町村本部長」という。）は、応援協

定を締結した他の市町村長又は適当と

認める他市町村長（以下本節中「協議先

市町村長」という。）に対し、避難者の受

入れを協議する。 

○ 協議元市町村本部長は、当該協議を行

う場合にあっては、あらかじめ県本部長
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に報告する。ただし、あらかじめ報告す

ることが困難なときは、協議の開始後、

遅滞なく報告する。 

○ 協議先市町村長は、被災者を受け入れ

ないことについて正当な理由がある場

合を除き、これを受け入れる。 

   ○ 協議先市町村長は、受け入れる広域避

難者の避難等の用に供するための施設

（以下本項中「受入施設」という。）を決

定し、提供する。 

○ 協議元市町村本部長又は協議先市町

村長は、法に基づく報告又は通知を行

う。 

○ 県本部長は、市本部長から求めがあっ

た場合には、協議すべき市町村、避難者

の輸送手段の確保等、県内広域避難の実

施に関し必要な助言等を行う。 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

報告又

は通知

義務者 

報告又

は通知

の時期 

報告又は通知

先 
根拠法令 

協議元

市町村 

本部長 

県内広

域避難

の協議

をしよ

うとす

るとき 

県本部長 災害対策

基本法第

61条の４

第２項 

受入施

設を決

定した

旨の通

知を受

けたと

き 

１ 公示 

２ 協議元市

町村本部長

が受入施設

を決定した

旨の通知を

受けた時に

現に避難者

を受け入れ

ている公共

施設その他

の施設を管

理する者及

び協議元市

町村本部長

が必要と認

める関係指

定地方行政

機関の長そ

の他の防災

関係機関等

の長 

３ 県本部長 

災害対策

基本法第

61条の４

第６項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第２項 
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県内広

域避難

の必要

がなく

なった

と認め

たとき 

１ 協議先市

町村長 

２ 協議元市

町村本部長

が受入施設

を決定した

旨の通知を

受けた時に

現に避難者

を受け入れ

ている公共

施設その他

の施設を管

理する者及

び協議元市

町村本部長

が必要と認

める関係指

定地方行政

機関の長そ

の他の防災

関係機関等

の長 

３ 公示 

４ 県本部長 

災害対策

基本法第

61 条の４

第７項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第２項 

協議先

市町村

長 

受入施

設を決

定した

とき 

受入施設を管

理する者及び

協議先市町村

長が必要と認

める関係指定

地方行政機関

の長その他の

防災関係機関

等の長 

災害対策

基本法第

61 条の４

第４項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第１項 

協議元市町村

本部長 

災害対策

基本法第

61 条の４

第５項 

県内広

域避難

の必要

がなく

なった

旨の通

知を受

けたと

き 

受入施設を管

理する者及び

協議先市町村

本部長が必要

と認める関係

指定地方行政

機関の長その

他の防災関係

機関等の長 

災害対策

基本法第

61 条の４

第８項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第１項 
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(2) 県外広域避難 

○ 県外広域避難の必要があると認める

市町村本部長（以下本号中「協議元市町

村本部長」という。）は、県本部長に対

し、本県以外の都道府県の知事と避難者

の受入れについて協議することを求め

る。 

○ 県本部長は、応援協定を締結した他の

都道府県の知事又は適当と認める他の

都道府県の知事（以下本節中「協議先都

道府県知事」という。）に対し、避難者

の受入れの協議を行う。 

○ 県本部長は、当該協議を行う場合にあ

っては、あらかじめ内閣総理大臣に報告

する。ただし、あらかじめ報告すること

が困難なときは、協議の開始後、遅滞な

く報告する。 

○ 県本部長は、協議先都道府県知事から

受入施設が決定した旨の通知を受けた

ときは、協議元市町村本部長に通知する

とともに、内閣総理大臣に通知する。 

○ 県本部長及び協議元市町村本部長は、

法に基づく報告又は通知を行う。 

○ 県本部長は、必要に応じ、国に対し、

協議すべき都道府県、避難者の輸送手段

の確保等、県外広域避難の実施に関し必

要な助言等を求める。 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

報告又

は通知

義務者 

報告又

は通知

の時期 

報告又は通知

先 
根拠法令 

県本部

長 

県外広

域避難

の協議

をしよ

うとす

るとき 

内閣総理大臣 災害対策

基本法第

61条の５

第３項 

受入施

設を決

定した

旨の通

知を受

けたと

き 

１ 協議元市

町村本部長 

２ 内閣総理

大臣 

災害対策

基本法第

61条の５

第９項 

県内広

域避難

の必要

がなく

１ 協議先都

道府県知事 

２ 内閣総理

大臣 

災害対策

基本法第

61 条の５

第 12 項 
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なった

旨の報

告を受

けたと

き 

協議元

市町村

本部長 

受入施

設を決

定した

旨の通

知を受

けたと

き 

１ 公示 

２ 協議元市

町村本部長

が受入施設

を決定した

旨の通知を

受けた時に

現に避難者

を受け入れ

ている公共

施設その他

の施設を管

理する者及

び協議元市

町村本部長

が必要と認

める関係指

定地方行政

機関の長そ

の他の防災

関係機関等

の長 

災害対策

基本法第

61 条の９

第 10 項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第４項 

県外広

域避難

の必要

がなく

なった

と認め

るとき 

１ 県本部長 

２ 公示 

３ 市本部長

が受入施設

を決定した

旨の通知を

受けた時に

現に避難者

を受け入れ

ている公共

施設その他

の施設を管

理する者及

び市本部長

が必要と認

める関係指

定地方行政

機関の長そ

の他の防災

関係機関等

の長 

災害対策

基本法第

61 条の９

第 11 項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第４項 
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(3) 他都道府県からの広域避難受入れ 

○ 県本部長は、他の都道府県知事（以下

本号中「協議元都道府県知事」という。）

から避難者の受入れの協議があったと

きは、受入れに関する県内の市町村長の

意向を確認の上、受け入れるべき避難者

数その他事項を勘案し、受入れについて

協議すべき市町村を決定し、受入れを協

議する。 

○ 県本部長の協議を受けた市町村長（以

下本号中「協議先市町村長」という。）

は、被災者を受け入れないことについて

正当な理由がある場合を除き、これを受

け入れる。 

○ 協議先市町村長は、受入施設を決定

し、提供する。 

○ 県本部長又は協議先市町村長は、法に

基づく報告又は通知を行う。 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

報告又

は通知

義務者 

報告又は

通知の時

期 

報告又は通

知先 
根拠法令 

県本部

長 

受入施設

を決定し

た旨の通

知を受け

たとき 

協議元都道

府県知事 

災害対策

基本法第

61条の５

第８項 

他の都道

府県から

の広域避

難の必要

がなくな

った旨の

通知を受

けたとき 

協議先市町

村長 

災害対策

基本法第

61 条の５

第 13 項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第４項 

協議先

市町村

長 

受入施設

を決定し

たとき 

受入施設を

管理する者

及び市長が

必要と認め

る関係指定

地方行政機

関の長その

他の防災関

係機関等の

長 

災害対策

基本法第

61 条の５

第６項 

県本部長 災害対策
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1-3-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 広域一時滞在 

  (1)・(2) [略] 

  (3) 他都道府県広域一時滞在 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

 [略] 

(4) 広域一時滞在により避難する被災者に

対する情報等の提供体制 

   ○ 県内広域一時滞在、県外広域一時滞在

又は他都道府県広域一時滞在による避

難者に対しては、県本部長及び避難者を

受け入れた市長が、必要な情報や支援・

サービスを容易かつ確実に受け取るこ

とのできる体制の整備を図る。 

９ 住民等に対する情報等の提供体制 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 居住地以外の市町村に避難する被災者

に対しては、県本部長及び被災者を受け入

れた市町村が、必要な情報や支援・サービ

スを容易かつ確実に受け取ることのでき

る体制の整備を図る。 

基本法第

61 条の５

第７項 

他の都道

府県から

の広域避

難の必要

がなくな

った旨の

通知を受

けたとき 

受入施設を

管理する者

及び協議先

市町村長が

必要と認め

る関係指定

地方行政機

関の長その

他の防災関

係機関等の

長 

災害対策

基本法第

61 条の５

第 14 項、

災害対策

基本法施

行規則第

２条の３

第４項 

 ９ 広域一時滞在 

(1)・(2) [略] 

  (3) 他都道府県からの広域一時滞在受入れ 

○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

 [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 住民等に対する情報等の提供体制 

○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 広域避難等をした者に対しては、県本部

長及び被災者を受け入れた市町村が、必要

な情報や支援・サービスを容易かつ確実に

受け取ることのできる体制の整備を図る。 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 



24 

本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理計画 

 

第１ 基本方針 

 １～４ [略] 

 

 

第２・第３ [略] 

第18節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理計画 

 

第１ 基本方針 

 １～４ [略] 

 ５ 既存住宅ストックの活用を重視して応急

的な住まいを確保することを基本とする。 

第２・第３ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

 

本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-151 

 

 

 

 

1-3-152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第25節 公共土木施設等応急対策計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

２ 道路施設 

 ○ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ [略] 

第25節 公共土木施設等応急対策計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

２ 道路施設 

  ○ [略] 

  ○ 県は、市が管理する県道又は市道（県が

管理する道路と交通上密接な関連を有す

るものに限る。）について、当該市町村か

ら要請があり、かつ、当該市町村における

道路の維持又は災害復旧に関する工事の

実施体制その他の地域の実情を勘案し

て、当該市町村に代わって自ら行うこと

が適当であると認められるときは、その

事務の遂行に支障のない範囲内で、当該

工事を行うことができる権限代行制度に

より、支援を行う。 

 ３・４ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第４章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-4-4 

 

 

 

 

1-4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 生活の安定確保計画 

 

第１ [略] 

第２ 被災者の生活確保 

 １～４ [略] 

 ５ 被災者生活再建支援制度の活用 

  ○ [略] 

  ○ 県が実施主体となり、市が申請書類の受

付窓口となるが、支給に関する事務につい

ては、被災者生活再建支援法人に指定され

た(公財)都道府県会館に委託し実施する。 

 

  ○ [略] 

  ○ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪

雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他

の異常な自然現象により生じる被害であ

り、対象となる災害の程度は次のとおりで

ある。 

   ① 災害救助法施行令第１条第１項第１

号又は第２号に該当する被害が発生し

た市町村 

   ② 10世帯以上の住宅が全壊した市町村 

③ 100世帯以上の住宅が全壊した都道

府県 

   ④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、

５世帯以上の住宅全壊被害が発生した

市町村（人口10万人未満に限る。） 

 

   ⑤ ①から③の区域に隣接し、５世帯以上

の住宅全壊被害が発生した市町村（人口

10万人未満に限る。） 

 

   ⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府

県又は③の都道府県が２以上ある場合

における市町村（人口10万未満に限る。）

の区域であって、その自然災害により５

（人口５万未満の市町村にあっては、

２）以上の世帯の住宅が全壊する被害が

発生した市町村 

  ○ [略] 

   ① 住宅が「全壊」した世帯 

   ② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が

生じ、その住宅をやむを得ず解体した世

帯 

 

 

   ③ 災害による危険な状態が継続し、住宅

に居住不能な状態が長時間継続してい

る世帯 

第２節 生活の安定確保計画 

 

第１ [略] 

第２ 被災者の生活確保 

 １～４ [略] 

 ５ 被災者生活再建支援制度の活用 

  ○ [略] 

  ○ 県が実施主体となり、市が申請書類の

受付窓口となるが、支給に関する事務に

ついては、被災者生活再建支援法人に指

定された公益財団法人都道府県センター

に委託し実施する。 

  ○ [略] 

  ○ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪

雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他

の異常な自然現象により生じる被害であ

り、支援法の対象となる自然災害の程度

は次のとおりである。 

① 災害救助法施行令第１条第１項第１

号又は第２号のいずれかに該当する被

害が発生した市町村における自然災害 

② 10世帯以上の住宅が全壊した市町村 

③ 100世帯以上の住宅が全壊する被害

が発生した都道府県における自然災害 

④ ①又は②の市町村を含む都道府県区

域内で、５世帯以上の住宅が全壊する

被害が発生した市町村（人口10万人未

満に限る。）における自然災害 

   ⑤ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が

発生し、①から③の区域に隣接する市

町村（人口10万人未満に限る。）におけ

る自然災害 

   ⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府

県又は③の都道府県が２以上ある場合

に、５世帯以上の住宅が全壊する被害

が発生した市町村（人口10万人未満に

限る。）又は２世帯以上の住宅が全壊す

る被害が発生した市町村（人口５万人

未満に限る。） 

  ○ [略] 

   ① 居住する住宅が「全壊」した世帯 

   ② 居住する住宅が半壊し、又はその居

住する住宅の敷地に被害が生じ、その

住宅をやむを得ない事由により解体

し、又は解体されるに至った世帯（解体

世帯） 

   ③ 災害による危険な状態が継続するこ

とその他の事由により、住宅が居住不

能のものとなり、かつ、その状態が長期
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1-4-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わな

ければ居住することが困難な世帯（大規

模半壊世帯） 

 

 

 

 

○ 支援金の支給 

≪複数世帯の場合≫      （単位：万円） 

区分 

住宅の

再建方

法 

基礎支

援金 

加算支

援金 
合計 

全壊世

帯等 

 

 

 

 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

 

 

 

 

≪単数世帯の場合≫      （単位：万円） 

区分 

住宅の

再建方

法 

基礎支

援金 

加算支

援金 
合計 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

 

 

 

 

 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

６～９ [略] 

第３～第６ [略] 

にわたり継続することが見込まれる世

帯（長期避難世帯） 

   ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わ

なければ当該住宅に居住することが困

難な世帯（大規模半壊世帯） 

   ⑤ ②から④までの世帯を除き、住宅が

半壊し、相当規模の補修を行わなけれ

ば当該住宅に居住することが困難であ

ると認められる世帯（中規模半壊世帯） 

○ 支援金の支給 

≪複数世帯の場合≫      （単位：万円） 

区分 

住宅の

再建方

法 

基礎支

援金 

加算支

援金 
合計 

全壊世

帯 

解体世

帯 

長期避

難世帯 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

中規模

半壊世

帯 

建設・

購入 
－ 100 100 

補修 － 50 50 

賃借 － 25 25 

≪単数世帯の場合≫      （単位：万円） 

区分 

住宅の

再建方

法 

基礎支

援金 

加算支

援金 
合計 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

[略] [略] [略] [略] 

中規模

半壊世

帯 

建設・

購入 
－ 75 75 

補修 － 37.5 37.5 

賃借 － 18.75 18.75 

 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

６～９ [略] 

第３～第６ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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地震・津波災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 地震、津波の想定 

 

第１ 地震、津波の想定の基本的な考え方 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ また、強い揺れを伴わないいわゆる津波地

震（※）や遠地地震（※）に関しては、住民

が避難の意識を喚起しない状態で突然津波

が押し寄せることのないよう、津波地震及び

遠地地震を想定した避難指示の発令体制な

どの避難に関する対策も検討する。 

 

 

※ [略] 

※ [略] 

第２・第３ ［略］ 

第６節 地震、津波の想定 

 

第１ 地震、津波の想定の基本的な考え方 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ また、強い揺れを伴わないいわゆる津波地

震（※）や遠地地震（※）に関しては、住民

が避難の意識を喚起しない状態で突然津波

が押し寄せることのないよう、津波地震及び

遠地地震を想定した高齢者等避難及び避難

指示（以下本編中「避難指示等」という。）の

発令体制などの避難に関する対策も検討す

る。 

※ [略] 

※ [略] 

第２・第３ ［略］ 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

 

地震・津波災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-6 

 

 

 

 

2-2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

 

第１ ［略］ 

第２ 避難計画の作成 

 １～３ ［略］ 

 ４ 広域一時滞在 

  ［略］ 

第３～第８ ［略］ 

第５節 避難対策計画 

 

第１ ［略］ 

第２ 避難計画の作成 

 １～３ ［略］ 

 ４ 広域避難及び広域一時滞在 

  ［略］ 

第３～第８ ［略］ 

修正 

理由 

○ 法令等の改正に伴う修正 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 震災発生時において、住民等の生命、身

体の安全を確保するため、迅速かつ的確に

避難指示及び屋内安全確保の指示（以下本

節中「避難指示等」という。）を行うととも

に、避難支援従事者の安全を確保しなが

ら、避難誘導を行う。 

 ２・３ ［略］ 

第２ ［略］ 

第３ 実施要領 

 １～７ ［略］ 

 

 

 ８ 広域一時滞在 

  【本編・第３章・第 14 節・第３・８参照】 

 ９ 住民等に対する情報等の提供体制 

  【本編・第３章・第14節・第３・９参照】 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 震災発生時において、住民等の生命、身

体の安全を確保するため、迅速かつ的確に

避難指示等を行うとともに、避難支援従事

者の安全を確保しながら、避難誘導を行

う。 

 

 ２・３ ［略］ 

第２ ［略］ 

第３ 実施要領 

 １～７ ［略］ 

 ８ 広域避難 

  【本編・第３章・第14節・第３・８参照】 

 ９ 広域一時滞在 

  【本編・第３章・第 14 節・第３・９参照】 

 10 住民等に対する情報等の提供体制 

  【本編・第３章・第14節・第３・10参照】 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

 １・２ [略] 

 ３ 広域一時滞在 

  [略] 

第３～第６ [略] 

第５節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

 １・２ [略] 

 ３ 広域避難及び広域一時滞在 

  [略] 

第３～第６ [略] 

修正 

理由 

○ 法令等の改正に伴う修正 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-7 

 

 

3-3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 広報広聴 

 １ 実施機関 

実施機関 広報広聴活動の内容 

市本部長 １・２ [略] 

３ 市長が実施した高齢者等避

難、避難指示 

４～15 [略] 

県本部長 １・２ [略] 

３ 市長が実施した高齢者等避

難、避難指示 

４～14 [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

 [略] 

 ２ [略] 

第４節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第１・第２ [略] 

第３ 広報広聴 

 １ 実施機関 

実施機関 広報広聴活動の内容 

市本部長 １・２ [略] 

３ 市長が実施した避難指示、

緊急安全確保措置 

４～15 [略] 

県本部長 １・２ [略] 

３ 市長が実施した避難指示、

緊急安全確保措置 

４～14 [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

 [略] 

 ２ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難・影響回避計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

 １ 避難指示等 

実施機関 担当業務 

市本部長 地域住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き又は屋内

への退避の指示 

 

（災害対策基本法第60条（原災法

第28条第２項による読替え）） 

県本部長 １ [略] 

２ 必要と認める地域の居住者、

滞在者その他の者に対する避難

のための立退き又は屋内への退

避の指示 

（災害対策基本法第 61条（原災法

第 28 条第２項による読替適

用）、警察官職務執行法第４条） 

釜石海上

保安部 

必要と認める地域の居住者、滞在

者その他の者に対する避難のため

の立退き又は屋内への退避の指示 

 

（災害対策基本法第 61条（原災法

第 28 条第２項による読替適用）） 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

 [略] 

 ２～４ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

 ２ 避難のための立退き又は屋内への退避の

指示等 

  (1) [略] 

  (2) 避難のための立退き又は屋内への退避

の指示の内容 

   ○ [略] 

ア・イ [略] 

ウ 避難指示の別 

エ 避難指示の日時 

オ 避難指示の理由 

カ 避難指示の対象地域 

キ 避難のための立退き先又は退避先 

第６節 避難・影響回避計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

 １ 避難指示等 

実施機関 担当業務 

市本部長 必要と認める地域の必要と認める

住民、滞在者その他の者に対する

避難のための立退き又は屋内への

退避の指示 

（災害対策基本法第60条（原災法

第28条第２項による読替え）） 

県本部長 １ [略] 

２ 必要と認める地域の必要と認

める居住者、滞在者その他の者

に対する避難のための立退き又

は屋内への退避の指示 

（災害対策基本法第61条（原災法

第28条第２項による読替適用）、警

察官職務執行法第４条） 

釜石海上

保安部 

必要と認める地域の必要と認める

居住者、滞在者その他の者に対す

る避難のための立退き又は屋内へ

の退避の指示 

（災害対策基本法第 61条（原災法

第 28 条第２項による読替適用）） 

[略] [略] 

（市本部の担当） 

 [略] 

 ２～４ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

 ２ 避難のための立退き又は屋内への退避の

指示等 

  (1) [略] 

  (2) 避難のための立退き又は屋内への退避

の指示の内容 

   ○ [略] 

ア・イ [略] 

 

ウ 避難指示の日時 

エ 避難指示の理由 

オ 避難指示の対象地域 

カ 避難のための立退き先又は退避先 
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3-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 避難のための立退き又は退避する場合

の経路 

ケ その他必要な事項 

(3) 避難のための立退き又は屋内への退

避の指示の周知 

 ア [略] 

 イ 関係機関相互の連絡 

  ○ [略] 

（報告又は通知事項） 

①・② [略] 

③ 避難指示の別 

④ 避難指示の理由 

⑤ 避難指示の発令時刻 

⑥ 避難指示の対象地域 

⑦ 避難のための立退き先又は退避先 

⑧ 避難のための立退者数又は退避者数 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

 [略] 

  (4)～(8) [略] 

 ３～７ [略] 

第４ [略] 

キ 避難のための立退き又は退避する場合

の経路 

ク その他必要な事項 

(3) 避難のための立退き又は屋内への退

避の指示の周知 

 ア [略] 

 イ 関係機関相互の連絡 

  ○ [略] 

（報告又は通知事項） 

①・② [略] 

 

③ 避難指示の理由 

④ 避難指示の発令時刻 

⑤ 避難指示の対象地域 

⑥ 避難のための立退き先又は退避先 

⑦ 避難のための立退者数又は退避者数 

（法令に基づく報告又は通知義務） 

[略] 

  (4)～(8) [略] 

 ３～７ [略] 

第４ [略] 

修正 

理由 

○ 法令等の改正に伴う修正 

原子力災害対策編 第４章 災害復旧計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 健康確保等計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 市及び県は、相互に連携し、健康に不安等

を感じる市民等（広域一時滞在により市内に

滞在する市外からの避難者を含む。以下本節

において同じ。）に対し、健康相談を実施する

とともに、市民等の健康確保に関し、必要と

認めるときは、調査その他の必要な対策を実

施する。 

２ [略] 

第２～第４ [略] 

第３節 健康確保等計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 市及び県は、相互に連携し、健康に不安等

を感じる市民等（広域避難又は広域一時滞在

により市内に滞在する市外からの避難者を

含む。以下本節において同じ。）に対し、健康

相談を実施するとともに、市民等の健康確保

に関し、必要と認めるときは、調査その他の

必要な対策を実施する。 

２ [略] 

第２～第４ [略] 

修正 

理由 

○ 法令等の改正に伴う修正 

 


